
担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察 

 

―
沿
革
的
・
比
較
法
的
考
察
（
一
〇
）

―
辻

　

博

明

一　

は
じ
め
に

―
問
題
設
定

二　

ロ
ー
マ
法

　

⑴　

保
証
制
度
の
「
推
移
」

―
担
保
保
存
義
務
制
度
の
視
点
か
ら

　

⑵　

担
保
保
存
義
務
制
度
の
「
起
源
」
と
そ
の
継
受

―
問
題
点
の
整
理

三　

フ
ラ
ン
ス
法

　

⑴　

フ
ラ
ン
ス
古
法

―
ポ
テ
ィ
エ
の
主
張
を
中
心
に　
　
　
　
（
以
上
本
誌
六
一
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨

　

⑶　

フ
ラ
ン
ス
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果
（
現
行
二
三
一
四
条
）、
近
時
の
変
化　

（
以
上
本
誌
六
一
巻
二
号
）

四　

ド
イ
ツ
法

　

⑴　

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
前
の
概
要

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
一
号
）

　

⑶　

ド
イ
ツ
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果

　
　

①　

制
度
の
本
質

　
　
　

ⅰ　

制
度
趣
旨
・
法
的
構
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
二
号
）
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一

論
説



　
　
　

ⅱ　

免
責
対
象
者

　
　

②　

免
責
の
要
件

　
　

③　

効　

果

　
　

④　

整
理
・
検
討

―
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較　
　
　
　

 　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
四
号
）

五　

ス
イ
ス
債
務
法

　

⑴　

旧
法
に
お
け
る
議
論
の
概
要

―
義
務
の
位
置
付
け
・
範
囲
、
要
件
・
効
果
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
二
号
）

　

⑶　

ス
イ
ス
債
務
法(

一
九
四
一
年
法)

― 

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
義
務
の
性
質
、
担
保
保
存

義
務
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

　
　

①　

債
権
者
の
注
意
義
務

―
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
・
強
化　
　

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
四
号
）

　
　

②　

債
権
者
の
担
保
保
存
義
務

―
五
〇
三
条
一
項
の
意
義
、
要
件
・
有
力
説
の
主
張
、
効
果

　
　

③　

共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

―
四
九
七
条
三
項
の
特
則
、
特
約
、
錯
誤
等

　
　

④　

整
理
・
検
討　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
四
巻
一
号
）

六　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法

　

⑴　

立
法
趣
旨

　
　

①　

債
権
の
取
立
て
に
お
け
る
債
権
者
の
懈
怠

―
一
三
六
四
条
の
立
法
過
程

　
　

②　

債
権
者
に
よ
る
物
的
担
保
の
放
棄

―
一
三
六
〇
条
の
立
法
過
程

　
　

③　

債
権
者
に
よ
る
一
共
同
保
証
人
の
免
責
と
他
の
共
同
保
証
人
に
対
す
る
そ
の
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
三
六
三
条
・
八
九
六
条
・
八
九
四
条
の
立
法
過
程

　
　
　

ⅰ　

一
三
六
三
条
を
め
ぐ
る
議
論

　
　
　

ⅱ　

八
九
六
条
を
め
ぐ
る
議
論

　
　
　

ⅲ　

八
九
四
条
を
め
ぐ
る
議
論

　
　

④　

整
理
・
検
討　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
以
上
本
号
）
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六　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法

⑴　

立
法
趣
旨

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
お
い
て
は
、
債
権
者
が
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
責
任
（
一
三
六

四
条
）、
債
権
者
に
よ
る
物
的
担
保
の
放
棄
を
め
ぐ
る
問
題
（
一
三
六
〇
条
）、
債
権
者
に
よ
る
一
共
同
保
証
人
の
免
責
と
他
の
共
同
保
証

人
に
対
す
る
そ
の
効
果
（
一
三
六
三
条
・
八
九
六
条
・
八
九
四
条
）
に
関
す
る
規
定
が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
め
ぐ

る
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

①　

債
権
の
取
立
て
に
お
け
る
債
権
者
の
懈
怠

―
一
三
六
四
条
の
立
法
過
程

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
一
三
六
四
条
は
、「
保
証
人
は
、
債
権
者
が
弁
済
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
弁
済
期
の

経
過
に
よ
っ
て
、
免
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
務
者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
担
保
の
提
供
を

請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人

に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」
と
規
定
す
る
。

　

一
三
六
四
条
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
同
条
の
立
法
草
案
の
原
案
に
お
い
て
は
、「
保
証
人
は
、
債
権
者
が
弁
済
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の

弁
済
期
の
経
過
に
よ
っ
て
、
免
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
権
者
と
同
様
に
債
務
者
に
対
し
て
も
債
務
の
変
更
を
訴
求
し
、

保
証
の
免
責
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。」（
第
三
節
五
一
五
条
）

（
１
）

と
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら
れ
る
。

　

保
証
人
は
、
両
者
を
同
時
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ま
ず
最
初
に
債
権
者
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
所
在
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不
明
等
に
よ
っ
て
容
易
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
債
務
者
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
、
債
務
の
弁
済
に
対
し
て
、
債
務
者
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段
を
保
証
人
に
引
き
渡
す

か
、
ま
た
は
債
務
の
変
更
を
債
務
者
に
訴
求
し
、
こ
れ
に
反
し
た
場
合
に
は
、
保
証
人
を
免
責
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
権
限
を
有
す

る
。」
と
主
張
さ
れ
た
（
報
告
担
当
者
）（v. Sonnenfels

賛
成
）。
一
方
、
保
証
人
は
、
一
般
に
保
証
の
免
責
以
外
に
債
権
者
に
請
求
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
債
権
者
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
権
利
を
行
使
す
る
た
め
、
債
務
者
に
弁
済
を
請
求
す
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
が
弁
済
期
経
過
後
も
債
務
の
請
求
を
し
な
い
場
合
、
保
証
人
は
責
め
を
負
い
続
け
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
。
保

証
人
は
、
損
害
を
回
避
す
る
権
利
が
あ
る
。
保
証
人
は
、
債
権
者
か
ら
免
責
さ
れ
る
か
、
債
務
者
か
ら
担
保
を
提
供
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
両
者
の
う
ち
ど
の
手
段
を
請
求
す
る
か
は
、
保
証
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
保
証
人
は
、
そ
の
一

方
の
み
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
証
人
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. A

ichen

）（v. 

Lyro, v. O
rlandini

賛
成
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
案
を
支
持
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
。
保
証
人
は
、
債
権
者
に
免
責
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
債
権
者
へ
の
弁
済
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
そ
の
権
利

を
行
使
し
債
務
者
に
訴
求
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。債
務
者
は
遅
滞
に
つ
い
て
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
っ
て
お
り
、

保
証
人
に
は
、
債
務
者
を
訴
え
る
権
利
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
権
者
ま
た
は
債

務
者
に
対
し
て
、
債
務
の
変
更
を
訴
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。」
と
主
張
さ
れ
た
（v. Ehrenberg

）。
な
お
、
債
権
者
が
弁
済
を
受
け

る
前
に
お
い
て
は
、
債
務
者
と
保
証
人
の
間
に
は
債
務
関
係
が
な
く
、
免
責
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
債
権
者
に
請
求

す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. Pitreich

：
報
告
担
当
者
に
賛
成
）。
ま
た
、
債
権
者
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
債

務
者
に
請
求
す
る
よ
う
に
、
保
証
人
か
ら
請
求
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
た
場
合
に
は
、
保
証
人
は
免
責
さ
れ
る
が
、
裁
判
手
続
き
に
よ

る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. Scheppel

：
報
告
担
当
者
に
賛
成
）。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（
副
議
長
）。
保

証
人
は
、債
務
が
定
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
後
に
弁
済
さ
れ
る
と
い
う
前
提
で
責
め
を
負
っ
て
い
る
。債
務
者
は
、弁
済
の
義
務
を
負
っ
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て
お
り
遅
滞
に
陥
っ
て
い
れ
ば
、
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
も
、
債
務
者
に
請
求
す
る
か
保
証
人
に
請
求
す
る
か
の
選
択

は
、
債
権
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
、
債
権
者
は
、
債
務
者
に
請
求
せ
ず
に
、
保
証
人
に
請
求
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者

は
、
ま
ず
ど
ち
ら
を
先
に
訴
求
す
る
か
を
決
め
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
応
答
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

問
題
は
、
損
害
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
り
、
保
証
人
は
そ
の
免
責
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
債
務
者
に
よ
る
債
務
の
変
更

を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
。

　

債
権
者
は
債
権
の
取
立
て
の
遅
滞
に
つ
い
て
な
に
を
意
図
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
を
完
全
に
免
責
し
保
証
人
だ
け

を
当
て
に
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
保
証
人
な
し
で
も
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
債
務
者
の
弁
済
だ
け
を
期
待
し
て
い
た

の
か
。
保
証
人
は
、
債
務
者
に
対
し
て
事
前
に
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
債
権
者
に
対
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
確
実
な

意
思
表
示
を
請
求
す
る
必
要
が
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、v. A

ichen, v. Lyro, v. O
rlandini, v. Scheppel, v. Ehrenberg

賛

成
）。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
意
見
の
確
認
が
な
さ
れ
、
草
案
の
説
明
が
な
さ
れ
た
（v. 

Sonnenfels

）。
保
証
人
は
、
債
権
者
が
弁
済

を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
弁
済
期
の
経
過
に
よ
っ
て
、
免
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
免
責
さ
れ

る
よ
う
に
債
務
の
変
更
を
債
務
者
に
請
求
す
る
権
限
を
有
し
、
保
証
人
に
直
接
請
求
す
る
か
ま
た
は
債
務
者
に
対
す
る
権
利
を
保
持
し

て
保
証
人
を
免
責
す
る
か
に
つ
い
て
意
思
表
示
す
る
よ
う
に
債
権
者
に
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
た

（
２
）。

　

次
に
、
修
正
草
案
に
お
い
て
は
、「
保
証
人
は
、
債
権
者
が
弁
済
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
弁
済
期
の
経
過

に
よ
っ
て
、
免
責
さ
れ
な
い
。﹇
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
保
証
の
免
責
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
債
務
者
に
債
務
の
変
更
を
請

求
す
る
権
限
を
有
す
る
。﹈（﹇　
﹈
内
に
つ
い
て
・
注
：「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
務
者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
担

保
の
提
供
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
受
け
る
限
り
に
お
い
て
、
保

証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」）」（
一
三
四
二
条
）

（
３
）

と
さ
れ
た
。
同
条
に
つ
い
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

　

債
務
者
に
よ
る
債
務
の
変
更
方
法
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た
（Staatsrath

）。
こ
の
点
に
つ
い
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て
、
保
証
人
に
免
責
を
請
求
で
き
る
一
定
の
権
利
が
与
え
ら
れ
れ
ば
十
分
あ
る
。
こ
の
権
利
の
行
使
方
法
は
、
保
証
人
の
選
択
に
委
ね

ら
れ
る
。
ど
の
方
法
が
最
も
適
切
で
あ
る
か
は
各
場
合
に
応
じ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. 

Zeiller
）（v. A

ichen

賛
成
）。
そ
の
上
で
、「
保
証
人
は
、
債
務
者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
債
務
の
変
更
を
請

求
す
る
権
限
を
有
し
、
ま
た
は
、
債
権
者
が
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
若
し
く
は
保
証
人
を
免
責
す
る
こ
と
を
債
権
者
に
請
求
す
る
権
限

を
有
す
る
。」
と
さ
れ
た
（
こ
の
点
で
以
上
三
意
見
一
致
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
を
単
に
示
す
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
権
利
が
法
律

上
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
元
の
規
定
（
第
三
節
五
一
五
条
）
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
保
証
人
は
、
債
権
者
と
同
様
に
債
務
者
に
対
し
て
も
債
務
の
変
更
を
訴
求
し
、
保
証
の
免
責
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。」
と

す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. 

Pratobevera

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
先
の
審
議
（
五
一
五
条
）
に
お
い
て
様
々
な
議
論
が
な
さ

れ
て
お
り
そ
の
内
容
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
、こ
れ
が
採
用
さ
れ
た
。そ
の
上
で
、先
の
主
張（v. Pratobevera

）

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
。
保
証
人
は
、
保
証
し
た
者
に
対
し
て
の
み
免
責
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
債
権
を
訴
求
し
債
務
者
に
弁
済
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
、
債
権
者
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

保
証
人
は
、
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
も
債
権
者
に
免
責
を
請
求
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
一
三
四
二
条
の
最
後
に
規
定
が
追
加
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お
い

て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
（
議
長
：
な
お
債
務
者
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
は
先
の
三
意
見
と
同

様
）。
こ
こ
で
、
こ
の
提
案
で
一
致
し
た
（
先
の
三
意
見
も
賛
成
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
保
証
人
は
、
何
も
心
配
せ
ず
安
心
し
て
い
ら
れ

る
。
と
い
う
の
は
、
債
務
者
の
資
力
が
悪
化
し
た
時
点
で
債
権
者
が
保
証
人
に
請
求
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
保
証
人
は
先
の
提
案

（
議
長
）
に
よ
っ
て
保
証
人
に
与
え
ら
れ
る
抗
弁
を
債
権
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
務
者
が
ま
だ
支
払
能
力
の
あ
る
時

点
で
債
権
者
が
保
証
人
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
危
険
を
冒
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
請
求
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
請
求
を
受
け
る
時
期
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
緊
張
・
不
安
状
態
に
あ
る
と
す
る
異
議
申
立
て
の
可
能
性
は
、
次
の
場
合
に
は
存
在
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し
な
い
。
保
証
人
が
保
護
さ
れ
て
お
り
緊
張
状
態
に
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
や
、
債
務
を
弁
済
し
た
と
き
に
そ
の
よ
う
な
緊
張
状
態

を
回
避
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
（v. 

A
ichen

）。
一
方
、
先
の
提
案
（
議
長
）
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に

対
し
て
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
債
権
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
過
酷
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ

れ
た
。債
権
者
が
債
務
者
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、保
証
人
を
選
択
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。債
権
者
が
請
求
の
時
期
を
待
っ

て
債
務
者
に
猶
予
を
与
え
る
こ
と
は
人
道
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
債
権
者
が
訴
求
す
る
か
待
つ
か
は
、
債
権
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. Pratobevera

）。

　

そ
こ
で
、
委
員
の
過
半
数
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
務
者
に
変
更
ま
た
は
担
保

と
な
る
も
の
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お

い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う

（
４
）と

さ
れ
た
。

　

②　

債
権
者
に
よ
る
物
的
担
保
の
放
棄

―
一
三
六
〇
条
の
立
法
過
程

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
一
三
六
〇
条
は
、「
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前
に
お
い
て
、
そ
の
保
証
以
外
に
、
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第

三
者
に
よ
っ
て
物
的
担
保
（Pfand

）
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
定
め
ら
れ
た
手
順
（
一
三
五
五
条
）
に
従
っ
て
保
証
人

に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
は
、
保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保
を
放
棄
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。」
と
規
定
す

る
。

　

一
三
六
〇
条
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前
に
お
い
て
、
そ
の
保
証
以
外
の
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
担
保

（Sicherheit

）
を
放
棄
す
る
場
合
、
保
証
人
に
不
利
益
の
生
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
喪
失
す
る
。」
と

す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
（
報
告
担
当
者
）（v. Sonnenfels, v. Lyro, v. Pitreich
賛
成
）。
ま
た
、
原
案
五
一
四
条

（
５
）が
そ
れ
に
従
っ
て
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修
正
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
提
案
に
賛
成
す
る
。
と
い
う
の
は
、
債
権
者
は
、
一
共
同
保
証
人
を
免
責
す
れ
ば
、
第
三
者
に
よ
っ
て
提

供
さ
れ
た
担
保
を
や
は
り
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. 

A
ichen

）（v. 
O
rlandini

賛

成
）。
ま
た
、
も
し
完
全
に
支
持
で
き
る
規
定
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
原
案
五
一
二
条
に
お
い
て
主
張
し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
共

同
保
証
人
に
分
別
の
利
益
を
認
め
る
と
す
る
見
解
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（v. 

Scheppel

）（
議
長
：v. 

Scheppel

等
の
五
一
二
条
に
関
す
る
見
解
に
賛
成
）。
さ
ら
に
、
提
案
さ
れ
た
規
定
は
少
な
く
と
も
五
一
二
条
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
保
証
と
併
存
し
て
提
供
さ
れ
た
物
的
担
保
が
問
題
と
な
る
と
解
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
明
確
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
。
次
に
、
抵
当
権
が
保
証
と
併
存
し
て
債
権
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
無
視
し
て
保
証

人
に
請
求
で
き
る
か
と
い
う
第
二
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
提
案
さ
れ
た
規
定
の
趣
旨
に
お
い
て
は
、
保
証
人
に
請
求
す
る
こ
と
は
債

権
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
保
証

人
に
よ
る
弁
済
後
に
債
権
者
に
よ
っ
て
保
証
人
に
な
さ
れ
る
訴
権
譲
渡
の
原
則
と
矛
盾
す
る
。
そ
の
譲
渡
に
お
い
て
、
譲
渡
人
は
譲
受

人
に
全
て
の
利
益
・
保
護
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（
副
議
長
）。
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ

う
に
、
複
数
の
発
言
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
違
い
は
な
く
、
ま
た
提
案
さ
れ
た
規
定
の
本
質
を
批
判
す
る
も
の
で
は

な
く
、
先
の
提
案
（
報
告
担
当
者
）
と
同
意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
発
言
だ
け
で
な
く
、
報
告
担
当
者
自
身
が
副
議
長
の

指
摘
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
た
め
、
次
の
よ
う
な
文
言
で
最
終
的
に
一
致
し
た
。
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前
に
お
い
て
、
そ
の

保
証
以
外
に
、
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
よ
っ
て
物
的
担
保
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
保
証
人
に
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
は
、
保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保
を
放
棄
す
る
権
限
を
有
し
な
い

（
６
）と

さ
れ
た
。

　

次
に
、
修
正
草
案
に
お
い
て
は
、「
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前
に
お
い
て
、
そ
の
保
証
以
外
に
、
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第
三
者

に
よ
っ
て
物
的
担
保
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、﹇
保
証
人
に
﹈
請
求
す
る
こ
と
が
﹇
で
き
る
﹈。
た
だ
し
、
債
権
者
は
、

保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保
を
放
棄
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。（﹇　
﹈
内
に
つ
い
て
・
注
：「
定
め
ら
れ
た
手
順
（
一
三
三
三
条
）

（
７
）

に
従
っ
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て
保
証
人
に
（
請
求
す
る
こ
と
が
）
で
き
る
。」）」（
一
三
三
八
条
）

（
８
）

と
さ
れ
た
。

　

同
条
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
方
が
よ
り
明
確
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（Staatsrath

）。
す
な
わ
ち
、
債

権
者
は
、
保
証
人
に
適
時
に
（
一
三
三
三
条
）
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
は
、
云
々
す
る
権
限
を
有
し
な
い

（
９
）と
さ

れ
た
。

　

③　

債
権
者
に
よ
る
一
共
同
保
証
人
の
免
責
と
他
の
共
同
保
証
人
に
対
す
る
そ
の
効
果

 

―
一
三
六
三
条
・
八
九
六
条
・
八
九
四
条
の
立
法
過
程

　
　

ⅰ　

一
三
六
三
条
を
め
ぐ
る
議
論

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
一
三
六
三
条
は
、「
保
証
債
務
は
、
債
務
者
の
債
務
に
附
従
し
て
消
滅
す
る
。
保
証
人
は
、
一
定
の
期
間
に
つ
い

て
の
み
債
務
を
負
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
お
い
て
の
み
責
め
を
負
う
。
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
に
対
し
て
効
力
を
生
じ

る
が
、
他
の
共
同
保
証
人
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
（
八
九
六
条
）。」
と
規
定
す
る
。

　

一
三
六
三
条
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
同
条
の
立
法
草
案
の
原
案
に
お
い
て
は
、「
保
証
債
務
は
、
債
務
者
の
債
務
に
附
従
し
て
消
滅
す
る
。
保
証
人
が
一
定
の
期
間

に
つ
い
て
の
み
債
務
を
負
っ
た
場
合
、
保
証
は
そ
の
期
間
の
経
過
後
に
終
了
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
他

の
共
同
保
証
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
。」（
第
三
節
五
一
四
条
））

10
（

と
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら
れ

る
。

　

ど
の
よ
う
に
一
共
同
保
証
人
が
債
権
者
に
よ
っ
て
一
方
的
に
免
責
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
他
の
共
同
保
証
人
が
責
め
を
負
う
か

に
つ
い
て
、
イ
ン
ス
プ
ル
ッ
ク
法
学
部
は
検
討
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
免
責
が
共
同
保
証
人
に
そ
れ
自
身
の
行
為
と
し
て
関
係

す
る
と
す
れ
ば
、そ
の
こ
と
が
明
確
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
一
共
同
保
証
人
の
免
責
を
許
し
た
他
の
共
同
保
証
人
に
は
効
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力
を
生
じ
な
い
。」
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
委
員
会
の
疑
問
は
、
報
告
担
当
者
が
共
同
保
証
人
の
共
同
債
務
関
係
を

介
し
て
草
案
の
規
定
を
補
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
解
消
し
た
。
同
条
は
、
最
終
審
議
に
お
い
て
過
半
数
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

た
め
、
本
条
は
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
た）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
修
正
審
議
が
な
さ
れ
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
る
が
、
他
の
共
同

保
証
人
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
。」
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た）

12
（

。

　

修
正
草
案
に
お
い
て
は
、「
保
証
債
務
は
、
債
務
者
の
債
務
に
附
従
し
て
消
滅
す
る
。
保
証
人
は
、
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
の
み
債
務

を
負
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
お
い
て
の
み
責
め
を
負
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
に
対
し
て
効
力
を

生
じ
る
が
、
他
の
共
同
保
証
人
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
。」（
一
三
四
一
条
））

13
（

と
さ
れ
た
。

　
　

ⅱ　

八
九
六
条
を
め
ぐ
る
議
論

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
一
三
六
三
条
に
お
い
て
は
、
八
九
六
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
条
は
、「
全
て
の
債
務
を
自
己
の
財
産
を
も
っ

て
弁
済
し
た
全
部
義
務
を
負
う
一
共
同
債
務
者
は
、
権
利
の
譲
渡
が
な
く
て
も
、
他
の
共
同
債
務
者
か
ら
、
相
互
に
特
別
の
関
係
が
な

い
と
き
は
、
等
し
い
割
合
で
求
償
す
る
権
限
を
有
す
る
。
一
共
同
債
務
者
が
債
務
を
負
う
能
力
を
有
し
な
い
、
ま
た
は
債
務
を
履
行
す

る
支
払
能
力
を
有
し
な
い
場
合
、
そ
の
不
足
部
分
は
、
全
て
の
共
同
債
務
者
に
よ
っ
て
同
様
に
引
き
受
け
ら
れ
る
。
一
共
同
債
務
者
の

免
除
は
、
求
償
債
権
に
つ
い
て
、
他
の
共
同
債
務
者
に
不
利
益
を
生
じ
な
い
（
八
九
四
条
）。」
と
規
定
す
る
。

　

八
九
六
条
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、同
条
の
立
法
草
案
の
原
案
に
お
い
て
は
、「
全
て
の
債
権
の
取
立
て
を
一
人
で
行
っ
た
一
共
同
債
権
者
が
他
の
共
同
債
権
者
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
責
め
を
負
う
か
、
及
び
、
全
て
の
債
務
を
自
己
の
財
産
を
も
っ
て
弁
済
し
た
一
共
同
債
務
者
が
他
の
共
同
債
務
者

に
求
償
権
を
ど
れ
だ
け
有
し
て
い
る
か
は
、
共
同
債
権
者
間
及
び
共
同
債
務
者
間
の
特
別
の
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
債
権
者
ま
た
は
債
務
者
間
に
共
同
関
係
が
な
い
場
合
、
他
の
者
に
対
し
て
釈
明
す
る
必
要
は
な
い
。」（
第
三
節
三
八
条
））

14
（
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と
さ
れ
た
。
な
お
、
同
条
を
め
ぐ
っ
て
は
、
共
同
債
権
者
間
に
お
け
る
請
求
権
及
び
共
同
債
務
者
間
に
お
け
る
求
償
権
を
中
心
に
議
論

が
展
開
さ
れ
た）

15
（

。

　

修
正
案
に
お
い
て
は
、「
全
て
の
債
務
を
自
己
の
財
産
を
も
っ
て
弁
済
し
た
全
部
義
務
を
負
う
一
共
同
債
務
者
は
、他
の
共
同
債
務
者

か
ら
、
相
互
に
特
別
の
関
係
が
な
い
と
き
は
、
等
し
い
割
合
で
求
償
す
る
権
限
を
有
す
る
。
一
共
同
債
務
者
が
債
務
を
負
う
能
力
を
有

し
な
い
、
ま
た
は
債
務
を
履
行
す
る
支
払
能
力
を
有
し
な
い
場
合
、
そ
の
者
の
不
足
部
分
は
、
全
て
の
共
同
債
務
者
に
よ
っ
て
同
様
に

引
き
受
け
ら
れ
る
。」（
八
九
〇
条
））

16
（

と
さ
れ
た
。

　
　

ⅲ　

八
九
四
条
を
め
ぐ
る
議
論

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
八
九
六
条
に
お
い
て
は
、
八
九
四
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
条
は
、「
一
共
同
債
務
者
は
、
債
権
者
と
負
担
を

加
重
す
る
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
債
務
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
共
同
債
務
者
が

個
人
と
し
て
受
け
る
猶
予
ま
た
は
免
除
は
、
他
の
共
同
債
務
者
に
は
効
力
を
生
じ
な
い
。」
と
規
定
す
る
。

　

八
九
四
条
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
同
条
の
立
法
草
案
の
原
案
に
お
い
て
は
、「
一
共
同
債
務
者
は
、
債
権
者
と
負
担
を
加
重
す
る
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
他
の
共
同
債
務
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
債
権
者
は
、
一
共
同
債
務
者
の
債
務
を
免
責
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
共
同
債
務
者
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
第
三
節
三
七
条
））

17
（

と
さ
れ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら
れ
る
。

　

一
共
同
債
務
者
は
、
弁
済
期
間
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
未
成
年
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
法
律
上
免
責
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
一
共
同
債
務
者
は
、
債
権
者
と
負
担
を
加
重
す
る
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
債
務
者
に
不
利
益
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
共
同
債
務
者
が
個
人
と
し
て
受
け
る
猶
予
ま
た
は
免
除
は
、
他
の
共
同
債
務
者
に
は
効
力
を
生

じ
な
い
と
す
る
案
が
説
明
さ
れ
た
（
報
告
担
当
者
）。
そ
し
て
、
こ
の
案
は
完
全
に
承
認
さ
れ
た）

18
（

。
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修
正
案
に
お
い
て
は
、「
一
共
同
債
務
者
は
、
債
権
者
と
負
担
を
加
重
す
る
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
債
務
者
に

不
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
共
同
債
務
者
が
個
人
と
し
て
受
け
る
猶
予
ま
た
は
免
除
は
、
他
の
共
同
債
務
者
に
は

効
力
を
生
じ
な
い
。」（
八
八
八
条
））

19
（

と
さ
れ
た
。

　

④　

整
理
・
検
討

　

ま
ず
、
一
三
六
四
条
の
立
法
過
程
に
お
い
て
主
と
し
て
議
論
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
条
但
書
の
内
容
で
あ
る
。
同
条
但
書
は
、「
た

だ
し
、
保
証
人
は
、
債
務
者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
担
保
の
提
供
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、

債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」
と
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
そ
の
立
法
草
案
の
原
案
に
お
い
て
は
、「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
権
者
と
同
様
に
債
務
者
に
対
し
て
も
債
務
の
変
更
を

訴
求
し
、
保
証
の
免
責
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。」（
第
三
節
五
一
五
条
）
と
さ
れ
て
お
り
、
保
証
人
に
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
両

者
に
対
し
て
債
務
の
変
更
を
訴
求
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
証
人
の
権
限
の
内
容
・
行
使
の
方
法
・
相

手
方
・
順
序
等
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
保
証
人
は
債
務
の
弁
済
と
引
換
え
に
債
務
者
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段
の
引
渡
し
を
債

権
者
に
請
求
で
き
、
債
権
者
が
こ
れ
に
反
し
た
場
合
に
免
責
を
請
求
で
き
る
と
す
る
意
見
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
保
証
人
は
、

債
権
者
に
よ
る
免
責
ま
た
は
債
務
者
に
よ
る
担
保
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
原
案
の
よ
う
に
、
保
証
人
は
債
権
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
し
債
務
者
に
訴
求
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
債
務
者

を
訴
え
る
権
限
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
債
権
の
取
立
て
の
遅
滞
等
に
関
し
て
、

債
権
者
に
そ
の
真
意
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
意
見
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
、
保
証
人
は
、
免
責
さ

れ
る
よ
う
に
債
務
の
変
更
を
債
務
者
に
請
求
す
る
権
限
を
有
し
、
保
証
人
に
直
接
請
求
す
る
か
ま
た
は
債
務
者
に
対
す
る
権
利
を
保
持

し
て
保
証
人
を
免
責
す
る
か
に
つ
い
て
意
思
表
示
す
る
よ
う
に
債
権
者
に
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
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修
正
草
案
（
一
三
四
二
条
）
の
但
書
に
お
い
て
は
、「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
保
証
の
免
責
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
債
務

者
に
債
務
の
変
更
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。」
と
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
注
が
付
さ
れ
、「
た
だ
し
、
保
証
人
は
、
債
務

者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
担
保
の
提
供
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
受
け
る
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
債
務
者
に
よ
る
債

務
の
変
更
方
法
・
債
権
者
に
よ
る
債
権
の
取
立
て
の
懈
怠
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
証
人
は
、

債
務
者
の
同
意
を
得
て
保
証
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
債
務
の
変
更
を
請
求
す
る
権
限
を
有
し
、
ま
た
は
、
債
権
者
が
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
若
し
く
は
保
証
人
を
免
責
す
る
こ
と
を
債
権
者
に
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
保
証
人
は
、
債
権
者
と
同
様
に
債
務
者
に
対
し
て
も
債
務
の
変
更
を
訴
求
し
、
保
証
の
免
責
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
と
す

る
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
債
権
を
訴
求
し
債
務
者
に
弁
済
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
、
債
権
者
に

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、「
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お

い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。」
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
審
議
の
上
で
決
定

が
な
さ
れ
、
保
証
人
は
、
債
務
者
に
変
更
ま
た
は
担
保
と
な
る
も
の
を
請
求
す
る
権
限
を
有
す
る
。
債
権
者
も
、
債
権
の
取
立
て
を
怠
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
人
が
損
害
を
負
う
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
責
め
を
負
う
と
さ
れ
た
。

　

次
に
、
一
三
六
〇
条
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、「
た
だ
し
、
債
権
者
は
、
保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保
（Pfand

）
を
放
棄
す
る

権
限
を
有
し
な
い
。」
と
す
る
同
条
但
書
を
中
心
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前

に
お
い
て
、
そ
の
保
証
以
外
の
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
担
保
（Sicherheit

）
を
放
棄
す
る
場
合
、
保
証

人
に
不
利
益
の
生
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
保
証
人
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
喪
失
す
る
。」
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

債
権
者
は
、
一
共
同
保
証
人
を
免
責
す
れ
ば
、
第
三
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
や
は
り
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
一

共
同
保
証
人
の
免
責
は
他
の
共
同
保
証
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
と
す
る
原
案
五
一
四
条
（
現
行
民
法
一
三
六
三
条
）
と
の
調
整
を
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求
め
る
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
問
題
と
な
る
担
保
の
範
囲
に
つ
い
て
、
訴
権
譲
渡
と
の
関
係
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

審
議
の
上
、
債
権
者
は
、
保
証
の
履
行
以
前
に
お
い
て
、
そ
の
保
証
以
外
に
、
主
た
る
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
よ
っ
て
物
的
担
保
が

提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
保
証
人
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
は
、
保
証
人
の
不
利
益
に
物
的
担
保

を
放
棄
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
さ
れ
、
修
正
草
案
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
三
六
三
条
後
段
は
、「
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
る
が
、
他
の
共
同
保
証
人
に
対
し
て

は
効
力
を
生
じ
な
い
（
八
九
六
条
）。」
と
し
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
相
対
的
効
果
に
と
ど
ま
る
旨
を
規
定
す
る
。
ま
ず
、
同
条
の

立
法
草
案
の
原
案
（
五
一
四
条
）
に
お
い
て
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
他
の
共
同
保
証
人
に
対
し
て
効
力
を
生

じ
な
い
。」
と
さ
れ
、
審
議
を
経
て
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
は
、
債
権
者
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
る
が
、
他
の
共

同
保
証
人
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
。」
と
す
る
提
案
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
一
共
同
保
証
人
の
免
責
効
果
の
実
質
的
な
議
論
は
、

共
同
債
務
者
間
の
法
律
関
係
（
八
九
六
条
・
八
九
四
条
）
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
八
九
六
条
は
、
権
利
の
譲
渡
が
な

く
て
も
、全
部
義
務
を
負
う
一
共
同
債
務
者
に
他
の
共
同
債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
を
認
め
る
と
し
た
上
で
、「
一
共
同
債
務
者
の
免
除

は
、
求
償
債
権
に
つ
い
て
、
他
の
共
同
債
務
者
に
不
利
益
を
生
じ
な
い
（
八
九
四
条
）。」（
後
段
）
と
規
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
同
条
の

立
法
草
案
の
原
案
及
び
修
正
案
に
お
い
て
は
、
共
同
債
務
者
間
に
お
け
る
求
償
権
等
を
中
心
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

同
条
が
引
用
す
る
八
九
四
条
は
、「
一
共
同
債
務
者
が
個
人
と
し
て
受
け
る
猶
予
ま
た
は
免
除
は
、他
の
共
同
債
務
者
に
は
効
力
を
生
じ

な
い
。」
と
規
定
す
る
。
同
条
の
立
法
草
案
の
原
案
の
提
示
及
び
審
議
が
な
さ
れ
、
一
共
同
債
務
者
が
個
人
と
し
て
受
け
る
猶
予
ま
た
は

免
除
は
他
の
共
同
債
務
者
に
は
効
力
を
生
じ
な
い
と
す
る
案
が
承
認
さ
れ
、
修
正
案
も
同
様
に
相
対
効
に
と
ど
め
る
旨
を
規
定
し
て
い

る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
お
い
て
は
、
一
共
同
保
証
人
の
免
責
効
果
の
問
題
は
、
共
同
債
務
者
間
の
法
律
関
係
に
関
す
る
規
定
を
介

し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
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（
１
）　O

fner, D
er U

r-Entw
urf und die Berathungs-Protokolle des Ö

sterreichischen A
llgem

einen Bürgerlichen Gesetzbuches, 
Bd. 1, 1889, Ⅲ

§
515.

（
２
）　O

fner, Bd. 2, SS. 221-223, §
515.

（
３
）　O

fner, Bd. 2, S. 807, §
1342.

（
４
）　O

fner, Bd. 2, SS. 578-579, §
1342.

（
５
）　

一
共
同
保
証
人
の
免
除
効
果
に
つ
い
て
相
対
効
を
規
定
す
る
（
後
述
③
参
照
）。

（
６
）　O

fner, Bd. 2, SS. 224-225, §
516.

（
７
）　

保
証
人
は
、
原
則
と
し
て
、
主
た
る
債
務
者
が
債
権
者
に
よ
る
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
催
告
を
受
け
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
じ
め

て
、
請
求
を
受
け
る
（
一
三
三
三
条
）。

（
８
）　O

fner, Bd. 2, S. 806, §
1338.

（
９
）　O

fner, Bd. 2, S. 578, §
1338.

（
10
）　O

fner, Bd. 1, Ⅲ
§

514.

（
11
）　O

fner, Bd. 2, S. 221, §
514.

（
12
）　O

fner, Bd. 2, S. 444, §§
484 und 486.

な
お
、「
保
証
人
が
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
の
み
債
務
を
負
っ
た
場
合
、
保
証
は
そ
の
期
間
の
経

過
後
に
終
了
す
る
。」
と
す
れ
ば
、
債
権
者
は
制
限
を
受
け
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
（v. Pratobevera

）。
し
か
し
、
保
証
人
は
、
そ
の
期
間
に

お
い
て
生
じ
る
取
引
に
つ
い
て
は
常
に
責
め
を
負
い
続
け
る
と
す
る
反
論
が
な
さ
れ
た
（
副
議
長
）。
そ
こ
で
、
保
証
人
は
、
一
定
の
期
間
に
つ
い

て
の
み
債
務
を
負
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
お
い
て
の
み
責
め
を
負
う
と
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
（O

fner, Bd. 2, SS. 444-445, §§
484 und 

486

）。

（
13
）　O

fner, Bd. 2, S. 807, §
1341.

（
14
）　O

fner, Bd. 1, Ⅲ
§

38.

（
15
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら
れ
た
。「
全
て
の
債
権
の
取
立
て
を
行
っ
た
一
共
同
債
権
者
は
、
財
産
共
同
関
係
が
存
す
る
場
合

ま
た
は
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
特
別
の
契
約
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
他
の
共
同
債
権
者
に
対
し
て
責
め
を
負
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
て
の
債
務
を
弁

済
し
た
一
共
同
債
務
者
は
、
相
互
保
証
的
関
係
の
あ
る
場
合
、
財
産
共
同
関
係
が
存
す
る
場
合
、
ま
た
は
特
約
に
よ
る
場
合
に
の
み
、
他
の
共
同
債

務
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
。」
と
す
る
説
明
が
な
さ
れ
た
（innerösterr. A

.G.

（
＝A

ppellationsgericht

））。
さ
ら
に
、
草
案
は
、
連

帯
関
係
に
お
い
て
分
配
が
生
じ
る
場
合
に
の
み
、
そ
れ
を
認
め
る
。
す
で
に
共
同
関
係
が
存
在
す
る
場
合
や
連
帯
債
務
関
係
の
あ
る
場
合
が
あ
る
。

従
っ
て
、
共
同
債
権
者
及
び
共
同
債
務
者
間
に
お
け
る
特
別
の
法
的
関
係
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
（
報
告
担
当
者
）。
そ
し
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て
、
修
正
点
が
承
認
さ
れ
た
（O

fner, Bd. 2, SS. 20-21, §
38

）。
さ
ら
に
、
全
て
の
共
同
債
務
者
の
推
定
意
思
か
ら
、
ま
た
共
同
債
務
者
に

対
す
る
債
権
が
全
て
の
債
務
を
弁
済
す
る
共
同
債
務
者
に
債
権
者
か
ら
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う
考
慮
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
及
び
フ
ラ
ン

ス
民
法
の
規
定
が
優
先
さ
れ
る
。
全
て
の
債
務
を
自
己
の
財
産
を
も
っ
て
弁
済
し
た
一
共
同
債
務
者
は
、
他
の
共
同
債
務
者
か
ら
、
共
同
債
務
者
間

に
別
に
特
別
の
関
係
が
な
い
と
き
は
、
等
し
い
割
合
で
求
償
す
る
権
限
を
有
す
る
。
一
共
同
債
務
者
が
債
務
を
負
う
能
力
を
有
し
な
い
、
ま
た
は
債

務
を
履
行
す
る
支
払
能
力
を
有
し
な
い
場
合
、
そ
の
不
足
部
分
は
、
全
て
の
共
同
債
務
者
に
よ
っ
て
同
様
に
引
き
受
け
ら
れ
る
と
さ
れ
、
承
認
さ
れ

た
。
ま
た
、
特
約
の
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
連
帯
債
権
ま
た
は
連
帯
債
務
は
法
律
上
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
追
加
す
る
。
法
律
に
お
い
て

規
定
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
可
分
の
目
的
が
帰
属
す
る
複
数
の
共
同
債
権
者
か
ら
、
債
権
者
は
そ
の
配
当
額
に
つ
い
て
の
み
請
求
権
を
有
し
、
ま
た

同
様
に
、
各
共
同
債
務
者
は
そ
の
負
担
部
分
に
つ
い
て
の
み
責
め
を
負
う
と
さ
れ
た
（
報
告
担
当
者
）（O

fner, Bd. 2, SS. 403-404, §
31

）。

（
16
）　O

fner, Bd. 2, S. 758, §
890.

（
17
）　O

fner, Bd. 1, Ⅲ
§

37.

（
18
）　O

fner, Bd. 2, S. 20, §
37.

（
19
）　O

fner, Bd. 2, S. 757, §
888.
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